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   開     議 

 

 

○蒲生光男委員長 おはようございます。 

 これから15日に引き続き、予算特別委員会を

開きます。 

 本日の会議に欠席の通告委員はございません。

よって、ただいまの出席委員は定足数に達して

おります。 

 

 

 平成２９年度長井市各会計予算案に 

 関する総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 それでは、15日に引き続き、

予算総括質疑を続行いたします。 

 なお、平 進介委員から資料の配付について

申し出があり、会議規則第150条の規定により

許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 順次ご指名いたします。 

 

 

 平 進介委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 順位５番、議席番号５番、平 

進介委員。 

○５番 平 進介委員 おはようございます。 

 私のほうからは２点について総括質疑をさせ

ていただきたいというふうに思います。結構項

目ありますので、早速入らせていただきます。 

 １番目の長井小学校管理棟整備についてであ

ります。 

 これにつきましては当初予算の10款教育費、

この中に長井小学校管理棟建設工事実施計画業

務委託料2,974万4,000円が計上されております

が、これらに関連して質疑を行ってまいります。 

 まず、長井市が平成27年度に策定しました地

方創生総合戦略の大きな柱として子育てと教育

の推進を掲げられております。その意味では市

内の小・中学校の中で最近では一番整備がおく

れてしまっているのが長井小学校の管理棟の部

分。これを第一校舎の中に整備しようとして仮

設の管理棟を設置しているわけでありますが、

その後の情勢の変化で整備方針が変わってきて

るというふうに思っております。 

 私は、特に子供たちを見守る安全対策面や学

校の統括管理の中枢をなす管理棟を整備するこ

とについては非常に大切なことでありまして、

基本的に賛成であります。しかしながら、これ

までの経緯を整理しなければなかなか理解が得

られないのではないかという観点から以下質疑

を行ってまいりたいというふうに思います。 

 初めに、（１）のなぜ今なのか、整備計画は

あったのかについてであります。 

 なぜ今なのかという言葉ですが、私は否定的

に使用しているのではなく、肯定的に使ってい

るつもりであります。その今しなければならな

い点などについてお聞きをしていきたいという

ふうに思いますが、まず、このたび整備しよう

とすることについて教育委員会の議論はなされ

たのか、整備計画はあったのかについて教育長

にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 今ご質問いただきました長井

小学校の管理棟建設事業にかかわりまして、な

ぜ今なのか、整備計画はあったのか、また教育

委員会の議論はどうなのかといったことについ

て順次お答えをさせていただきたいというふう

に思います。 

 まず、なぜ今なのかということにつきまして

は、平成28年の３月10日の文教常任委員会協議

会で説明させていただいておりますけれども、
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当初は第一校舎を免震・耐震工事を行いまして、

職員室を含めた管理棟として使用する予定でご

ざいました。 

 しかし、補助金と交付税措置が少額であった

ことから再検討した結果、学校施設から切り離

して整備することといたしました。そのために

新たな職員室を含めた管理棟を建設する必要が

出てきたわけでございます。 

 現在の職員室は、工事期間中の一時的な場所

としての仮設のプレハブの建物になってござい

ます。プレハブのリース期間が平成30年３月ま

でとなっておりますことや一時しのぎのプレハ

ブでありますことから断熱性、それから防音な

どの執務環境も最低限のものとなっていること、

それから長期間の使用は想定されていないこと

など大変不安な要素も多く、教職員の皆様方に

は不便をかけている状況でございます。 

 また、長井小学校の校長先生からは管理棟の

建設につきまして早期の建設をお願いしたい旨

上申をされてございます。 

 以上のことから管理棟建設は喫緊の課題であ

るというふうに考えているところでございます。 

 次に、整備計画はあったのかということにつ

きまして、少し長くなりますけども、ご容赦い

ただきたいと思います。 

 ちょうど８年前の平成21年に長井小学校の整

備等につきまして、２つの検討委員会を設置し

て検討をしていただきました。一つが長井市小

学校将来構想検討委員会、もう一つが長井小学

校全体構想検討委員会でございます。 

 １つ目の長井市小学校将来構想検討委員会に

おきましては、長井市内の小学校を将来どうい

うふうにしていくかという検討でございました

が、公民館同様小学校は地域づくりの中核であ

るということから市内小学校は統廃合せず10年

ないし15年程度は６校のまま継続すること、そ

れから学校施設の耐震化、大規模改修を実施す

ることなどが確認されました。 

 もう一つの長井小学校全体構想検討委員会に

おきましては、その時点では第一校舎は学校と

して使いながら保存していく方向性が確認され

てございます。 

 市教育委員会では、平成21年の検討結果を踏

まえ、平成22年度に次のような方針で議会のご

理解と承認をいただきながら整備を進めること

といたしました。 

 １つ目が長井小学校第三校舎の耐震補強、大

規模改修を行うこと。 

 ２つ目が第二校舎は平成33年ごろに改築、建

てかえをするということ。 

 ３つ目に、第二校舎改築は昇降口を含めた一

体的な改築を行うということ。 

 そして４つ目に、管理棟の増築も第二校舎昇

降口改築と一体的に整備することと。このとき

既に昇降口に増築する考えでございました。 

 それから５つ目に、体育館を早急に改築する

こと。 

 ６つ目として、第一校舎は管理棟建築までの

間校舎として使用する。 

 ７つ目に、将来第一校舎は学校から分離し、

文化財として保存、活用すること。 

 このような方針に基づきまして、教育委員会

では次のように整備を進めてまいりました。 

 まず、平成22年度には第三校舎の耐震補強、

大規模改修工事を実施いたしました。 

 続いて、平成24年度には体育館の改築工事を

実施いたしました。 

 さらに整備方針に沿って平成28年度から第一

校舎の耐震改修を行うべく準備を進めてまいり

ましたが、冒頭に申し上げましたとおり当初見

込んでいた補助が見込めないことから手法等の

再検討を決定したわけでございます。 

 以上、申し上げましたように教育委員会とし

ましては将来的には昇降口のところに管理棟を

建設する考えでおりましたので、第一校舎が職

員室として使えなくなったことからその計画が
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前倒しになったものというふうに考えてござい

ます。 

 なお、先ほどの計画の説明の中で平成33年ご

ろ第二校舎の改修というふうなことを申し上げ

ましたが、現在の状況を申し上げますと実はこ

れは非常に文部科学省の補助がこれも得られな

い状況になってございます。したがいまして、

平成33年まで待てば補助が得られるかというこ

とにつきましては、現在と全く状況は変わらな

いというふうに認識しているところでございま

す。 

 最後に、教育委員会の議論はということでご

ざいますけれども、教育委員会につきましては、

平成28年２月の定例教育委員会におきまして長

井小学校第一校舎の耐震改修工事の説明の中で

第一校舎の耐震改修工事費等に関する説明と管

理棟を別に建設した場合について昇降口を解体

して、その付近に昇降口を含む管理棟建築に関

する説明を行ってございます。管理棟は恒久的

な建物を想定しているが、長い年月の利用を考

えた場合、建築場所が限定されると。具体的に

は児童昇降口を解体し、その付近に昇降口と一

体となった管理棟を建築する以外に適地はない

と判断しているというふうに説明してございま

して、教育委員会の了解を得ているところでご

ざいます。 

 さらに平成28年３月の定例教育委員会におき

ましては、平成28年３月10日に文教常任委員会

協議会で説明した資料をもとにしまして第一校

舎につきましては免震・耐震工事を行って、職

員室を含めた管理棟として使用する予定でおり

ましたけども、補助金と交付税措置が少額であ

ったことから再検討していく旨の報告を行い、

了解していただいているところでございます。

以上でございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 大変丁寧に答弁いただい

てるんですが、もう少し詰めて簡潔にお願いし

たいというふうに思います。 

 次に、（２）の整備する場所はどこかについ

てでありますが、これを教育長にお聞きをいた

します。 

○蒲生光男委員長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 整備する場所につきましては、

先ほどから申し上げさせていただいております

ように、いわゆる昇降口を含めたそこの部分に

管理棟を建設したいというふうに考えてるとこ

ろでございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 次にですが、以前から話

が出ております第二校舎や第三校舎の活用はで

きないのかということについてであります。 

 私は、管理棟はあればいいというものではな

く、整備する場所も大切であるというふうに考

えます。その意味では昇降口と一体的に整備す

ることは、子供たちの登下校も確認しやすいと

いうこともありますし、来訪者等の対応におい

ても第二校舎や第三校舎に整備するよりは極め

て機能的だというふうに思っております。 

 ただ、課題としてあるのは、現在使用してい

る教室などの利用状況を含めて管理棟として活

用できるスペースがあるのかないのか、そのあ

たりの調査は行ったのかという点であります。

さきの文教常任委員協議会で１学級の人数も県

独自のさんさんプランなどの制度改正などもあ

って児童数が減少しても学級数はそれに応じて

減少しないというふうな話などもありましたが、

その辺の状況について教育長にお聞きをいたし

ます。 

○蒲生光男委員長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 現在使用している教室の利用

状況あるいは余裕教室はないのかといったこと

について、実態をお答え申し上げたいというふ

うに思います。 

 まず、第二校舎、第三校舎は、部屋数として

の教室数ですけれども、50教室あります。その
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うち現在、28年度現在でございますけれども、

普通教室が21学級、特別支援教室が２学級、音

楽室や理科室、図工室などの特別教室が16、学

童クラブが３学級分、ことばの教室が１学級分

などとなってございまして、一時的余裕教室と

しては５つあるということになります。 

 ただ、いずれもその余裕教室を活用しまして

算数の習熟度別学習とか個別学習あるいは英語

学習室に転用したりして活用されている状況で

ございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 次にですが、平成25年度

に整備した昇降口でありますけども、これにつ

いてはある程度生かすのか、それとも全部取り

壊して整備をすることになるのかという点につ

いて教育参事にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 基本的に全て取り壊しをして整備することに

なるものというふうに考えてございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 そうするとですが、平成

25年度に整備した昇降口の整備費用、それから

財源、その際の起債残などもあるのかというふ

うに思いますが、その額と、残額があればそれ

の対応等についてお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 25年度の昇降口の整備費用でございますが、

その財源につきましてお答えいたします。工事

名は長井小学校第一校舎等改修工事でありまし

て、整備費用は4,248万1,950円となってござい

ます。うち昇降口の部分だけを限定いたします

と、直接工事費によります事業費の案分という

ような形になりますが、3,704万6,000円ほどに

なってございます。 

 財源につきましては、市債と一般財源であり

まして、市債額は学校教育施設等整備事業債

2,770万円となってございます。 

 また、起債の残額でございますが、2,423万

8,000円となってございます。 

 対応等々につきましては、繰上償還になるの

かなというふうに考えておりますが、県の市町

村課と協議することになると思います。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 今の起債の中で交付税措

置等についてはありますか。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 今の起債につきましては、

30％の交付税措置がございました。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 市長にお伺いしますが、

第二校舎の長寿命化と一緒に整備できないかと

いうふうな点についての話などもあるわけです

が、今、教育長のほうからもいろいろあったと

おりでありますけども、25年度に昇降口の改修

工事を行った際に一緒に管理棟の整備を図るべ

きでなかったのかというふうなことなどもある

というふうに思います。まだ３年しか経過して

いないんですが、その辺をどのように考えるか

というふうなことであります。流れ的に言いま

すと計画性がなかったのではないかと言われて

もしようがないところもあるのかなというふう

にまずは思いますが、私は、第一校舎の整備が

されようとしている今ですけれども、本体であ

る長井小学校の整備がおくれるということにつ

いては本末転倒のようにも感じるわけでありま

す。その辺のところについての市長の思いと見

解、これらを明確にしていただきたいというふ

うに思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 計画性のなさというのは、今も

時系列で詳しく説明させて、教育長が、いただ

きましたけれども、25年度のこの昇降口につい

ては、たしか4,700万円ぐらいかかっておりま

すが、屋根なんですね。随分雨漏りとか、それ
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からトイレが詰まって、あそこの昇降口の奥に

あるんですけども、大変だということで以前か

ら課題として残されていたんですね。 

 そのときにちゃんと建てればよかったんじゃ

ないかということなんですが、職員室は第一校

舎を使うということで、先ほど教育長が説明し

たように教育委員会の中で長井小学校の全体構

想計画というの立てて、その時点で33年まで使

うということでいたわけですから、25年度のと

きに、計画立てて２年後にそれを覆して勝手に

管理棟建てるというのはおかしいんじゃないで

すか。むしろ単独でしか建てられないわけです

から、その当時、21年の長井小学校の全体構想

の計画を受けて、平成22年に具体的な、例えば

平成23年に第三校舎を耐震化と大規模改修する、

24年に体育館を改築するということ決めたわけ

ですね。あと第一校舎は職員室と当面使ってい

くということで、そうしますと昇降口の部分は

将来、平成33年までこのままだと手をつけられ

ないと。ですから屋根が傷んでると、それから

トイレが流れなくて非常に不衛生だということ

から、そこの部分を直したわけですよね。 

 その後、第一校舎の耐震工事をしようとした

ときに残念ながら見込んだ、３割程度見込める

と思ってたところが５％しか見込めなかったと

いうことで諦めたわけですよ。 

 ですから委員から計画性がないと言われると、

私は違うでしょと。最初からずっと私ども行政

側でこうしろ、ああしろなんて言ってなくて、

教育委員会の中でしっかりと委員会を立ち上げ

て、そして各方面からいろんな意見をいただい

て、議会にもその都度その都度報告して了承し

ていただいてるんですよ。それが平委員の場合

はその経過わかっていらっしゃらないというこ

とで今回そういうことおっしゃるんだと思うん

ですけども、私としては計画性がないというこ

とには全く当たらないと。むしろ長井小学校が

非常に複雑な建物があるゆえ増築、改築、それ

から大規模改修、そういったことずっと繰り返

してきて、本当にそういう意味では子供たちに

も大変申しわけないと思うんですが、ほかの小

学校みたいに全て取り壊して新しくしたという

校舎じゃないもんですから、そこのところは非

常に我々も子供たちに影響のないように、なお

かつ少しでも有利にこれを進められるようにと

いうことでその都度その都度知恵を絞ってやっ

てきたつもりでおりますので、そういったご発

言はできるだけ私としては、きちんと経過を踏

まえた上で、どこがじゃあ、計画性がなかった

かもうむしろお聞きしたいぐらいです。 

○蒲生光男委員長 質問書のまだ２番しか行って

ないもんですから、質問者及び答弁者につきま

しては、できるだけ簡潔明瞭にして、１時間の

中で全部質疑ができるようにご了解お願いした

いと思います。 

 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 今、昇降口としていかな

いとだめなんだという、そういう市長の思いを

お聞きしたわけであったんですが、ちょっとど

っかに行った感じがしました。 

 次の（３）の整備スケジュールであります。 

 今回実施設計というふうになっておりますが、

通常の流れから言うとちょっといきなり実施設

計になっているかなというふうに思うんですが、

こういった基本構想なり基本計画がなくてもす

ぐに実施設計というのもあるのかどうか、そし

て整備年度はいつかという整備スケジュールに

ついて教育参事にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 長井小学校管理棟の基本設計につきましては、

平成26年の６月30日に長井小学校管理棟建築工

事基本設計業務といたしまして鈴木建築設計事

務所さんと契約してございます。９月５日にそ

の成果品をいただいているところでございます。 

 また、管理棟の基本設計に係る要望事項とし
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まして、平成26年の８月５日に７項目の要望事

項としまして長井小学校さんから出されてござ

います。 

 今後につきましては、設計会社が決まり次第

学校を含めた三者で協議を行いながら進めてま

いりたいというふうに考えてるところでござい

ます。 

 また、整備年度はいつかと、あと整備スケジ

ュールはというふうな部分でございますが、私

どもにつきましては平成30年度と考えてござい

ます。 

 あと整備スケジュールにつきましては、やは

り設計業者さんが決まってから学校と協議して

決まるものというふうに考えてるところでござ

います。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 整備年度、工事が30年度

というふうに計画されているというふうになっ

てるようですが、となると第一校舎の改修工事

あたりと工事がダブるというふうなことになる

のかというふうに思いますが、その点での児童

の安全をどう担保するのか、この辺について教

育参事にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 両方の現場代理人の方と十分協議を行いなが

ら、また請負業者間で安全管理や工程管理等に

ついて十分調整をいただきながら子供たちの安

全対策には万全を尽くしてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 次の（４）の整備する規

模、概算整備費用と財源措置はについてお聞き

をしていきます。 

 今回整備しようとするこうした中身について

教育参事にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 整備する中身等々につきま

しては、基本的に長井小学校の保有面積が国で

定める必要面積を上回っているというふうなこ

とから補助は難しいのかなというふうに考えて

るところでございまして、今後、基本設計に示

されてございます面積をベースに学校側と協議

をしながら面積等を決めていきたいというふう

に考えておりますし、費用等々につきましても

一番安価になるような手法等も含めて、例えば

鉄骨づくりであったり、そういうようなところ

も含めて協議をしながら整備に入っていきたい

というふうに考えてるところでございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 きのう、おとといの総括

質疑の中で公共整備の計画としては６億円とい

うふうな事業費が出ていたわけですが、その辺

との兼ね合いと、それから財源等について今、

現時点ではわかるのかわからないのか、その辺

についてお聞きをしたいというふうに思います。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 ６億円との兼ね合いというふうなことであり

ますが、当然私どもも無制限に金額を要望どお

り建設費に充てるというふうなことは毛頭考え

てございませんので、今、公共施設整備課と総

括質疑の中で示されました６億円というのを上

限に当然考えていくというふうなことで設計の

ほうに入っていきたいというふうに考えてござ

います。 

 また、先ほど申し上げましたように、必要面

積が上回っているというふうなことから補助対

象になりませんので、基本的には起債というよ

うなことで学校教育施設等の整備事業債を充て

ていきたいというふうに考えてございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 平野小学校のときにも学

校教育施設等整備事業債、これを使って整備さ

れたというふうに聞いております。これも単独

事業で、起債充当率75％、交付税措置30％とい
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うことで整備をしたと。このときにも国庫補助

なかったということでありますが、結果的に国

庫補助得ずに単独でやって30％の交付税措置が

あったほうが金額としては多かったようなちょ

っと計算結果でも見たんですが、そういう今回

の国庫補助を得られないで単独事業でやって、

いわゆる起債の75％の交付税措置の30％、そう

したことについての可能性等についてはどうな

のかお聞きをしたいというふうに思います。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 平野小学校の場合は、あくまでも耐震、大規

模改修工事というふうな名称の中で入っておる

ものですから、特段面積がふえているわけでは

ございません。ただ、私どもにつきましては国

庫補助を受けられるように事務手続等は行って

はおりましたが、その当時、28年の国の予算が

非常に各地方公共団体の要望額、これを大幅に

下回っているというようなところで優先順位が

つけられました。その部分が国で示しました採

択方針というのは、１つは継続事業であること、

２つ目には立替施行であること、３番目にはそ

の他文部科学大臣等が必要と認める事業である

こと、４番目に財源が生じた場合における採択

事業というふうな順番をつけられたところでご

ざいまして、残念ながら大規模改修事業の優先

順位が低かったというようなことで補助金が内

示されなかったというようなことでありまして、

ここはあくまでも面積がふえるというふうなこ

とではございません。 

 ですので管理棟の部分につきましては、そう

した事業名がありませんので、当然先ほど申し

上げましたように面積がふえ、増築になるとい

うふうなことでありますので、一般のただいま

申し上げました起債額で、なおかつ交付税の措

置のないものというようなものしか今のところ

は該当しないというようなことでございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 長井小学校については必

要面積オーバーというようなことでありますが、

第一校舎を学校施設から外すということと昇降

口を改修して管理棟の部分ふえるわけですが、

全体的に言うと外す、第一校舎を面積から外せ

ば面積はふえないんでないかというふうな感じ

もするわけですが、その辺のところで国のさっ

き平野でやった学校教育施設等整備事業、単独

事業ではありますが、これの起債の該当にして

いくような働きかけ等もあってもいいのかなと

いう、そういうふうに思ったわけですけども、

その辺についてお聞きをしたいと思います。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 28年度の長井小学校の必要面積というのは

5,976平米でございまして、第一校舎の部分が

2,271、第二校舎が3,336、第三校舎が3,302、

そしてあと昇降口と渡り廊下を含めた面積が

1,106平米というようなことで、合計で１万15

平米になってございます。今、委員がおっしゃ

ったように第一校舎を除いたとしても単純差し

引きで7,744平米となってございまして、5,976

と比較しますと当然上回ってるというような状

況でございます。 

 先ほども申し上げましたように、大規模改修

事業というような部分については当然面積等々

はふえていないというふうなことでありますの

で、そうしたものについては大規模改修事業と

いうふうな事業名をもって交付税の措置も受け

ることができたというようなことでありますが、

こたびの管理棟の部分については増築というふ

うなことになるわけですので、必要面積を上回

ってるというふうなことから、やはりそうした

事業名を受けることはできないために現状交付

税の措置はないというふうに判断してるところ

でありますが、今後、市長も申しておりました

が、さまざま可能性は今後も探っていきたいな

というのは考えてございます。もしそういうよ
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うなものが、補助も含めて有利なものがあれば

探ってはいきたいと思いますが、可能性的には

ちょっと低いのかなというふうに考えてるとこ

ろでございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 泡渕参事もおられるわけ

ですので、ぜひそういったところの情報を生か

していただいて、できるだけ支援などあるよう

な格好でお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、（５）の現在の仮設管理棟はどうなる

に入ります。 

 工事期間中について平成30年度というふうに

聞いたわけですが、このときに仮設管理棟使用

できるのか、そして工事に支障出ないのかにつ

いて教育参事にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 現在の想定では、仮設昇降口及び渡り廊下を

仮設管理棟の北側に設置した後に現在の昇降口

を取り壊しして、仮設管理棟の南側に新しい管

理棟を建設する計画でございます。工事中も使

用できますように賃貸借契約を延長しながら仮

設管理棟の位置はそのままにして支障のないよ

うに進めていきたいというふうに考えてるとこ

ろでございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 今リース契約、平成30年

の３月までというふうになっておりますが、こ

れが契約終了後のリース契約の額についてどれ

ぐらいになるのかについてと、それから新しく

管理棟が整備なってリース仮設管理棟について

取り壊しなるわけですが、その辺の費用の負担

等について教育参事にお聞きをいたします。 

○蒲生光男委員長 横山賢一教育参事。 

○横山賢一教育参事 お答えいたします。 

 仮設管理棟につきましては、今、委員がおっ

しゃったように平成30年の３月までの期間であ

りますが、再リースにつきましては年額で488

万693円というふうな見積額をいただいてると

ころでございます。 

 また、今後、リースが終了して取り壊しとい

うふうな形になろうかなと思いますが、その場

合は賃貸借契約の中に解体費用が含まれてござ

いますので、基本的には貸し主側で解体撤去を

行うというふうな形になってございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 いろいろと説明いただき

まして、ありがとうございました。 

 今回公共施設整備の事業費が前期計画の中の

後半である31年度、32年度に集中しているわけ

ですが、これらと事業費が重ならないように早

い段階で整備するということも一つの方法かな

というふうに思います。 

 長井小学校は、まだまだ今後も存続する長井

市内の小学校の中心校でもあります。その教育

環境をしっかりと整えていく使命が行政にも議

会にもあるというふうに思っております。第一

校舎を外した場合に職員室を含む管理棟の場所

は、現在の昇降口あたりがやっぱり理想である

というふうに私も思います。ぜひ早い段階でい

い環境を整えていただきたいということを申し

上げて、この項の質疑を終了いたします。 

 次に、２番目の長井市が進めるコミュニティ

センター化についてであります。 

 ２款総務費の中の６目企画費、魅力ある地域

づくり推進事業、こうしたところから今回の総

括をさせていただきます。 

 まず、議場にいらっしゃる議員の方、管理職

等の皆様にも何の話か話が見えるようにという

ことで、委員長の許可を得まして資料をお配り

させていただいております。この資料につきま

しては、地域づくり推進課で作成しましたコミ

ュニティセンター化に向けての説明会資料の一

部でございます。 

 私は、住みよい地域づくりに向けて地域住民

みずからが地域の課題を自分たちで解決してい
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く、自分たちの地域をつくり上げていくとする

住民自治を推進する地域コミュニティづくりを

目指すために公民館をコミュニティセンター化

することに基本的に賛成であります。 

 先月、西根地区長会の研修会があった折に公

民館長からこの資料によりコミュニティセンタ

ー化の説明がありました。特にコミュニティセ

ンター化となったときの組織について、これを

平成30年度から立ち上げようとするには非常に

大変だというような話がございました。そうし

たことを含めて、これからの課題や方向性につ

いて質疑をさせていただきたいというふうに思

います。 

 最初に、（１）の公民館とコミュニティセン

ターの違いについてでありますが、これについ

て簡潔に地域づくり推進課長にお聞きをいたし

ます。 

○蒲生光男委員長 松木 満地域づくり推進課長。 

○松木 満地域づくり推進課長 公民館につきま

しては、委員がおっしゃるとおり社会教育法に

よって位置づけられており、基本的には市町村

が設置する施設でございます。一定地区内の住

民のために実生活に即する教育、学術、文化、

体育等に関する各種事業を行って、教養の向上

や健康増進、生活、文化の振興、福祉の増進に

寄与することを目的としております。 

 そして管轄につきましては、教育委員会とい

うようなことになっております。 

 一方、現在進めようとしているコミュニティ

センターにつきましては、これら地区民の社会

教育や生涯学習だけでなく地域での共同生活を

育む中でのさまざまな課題解決や地域独自の事

業の実施、防災や連絡体制づくりなど生活に関

する地域住民が協力し合う場所であるというふ

うなことで、現在地域づくり計画を進めていた

だいておりますが、計画策定後につきましては

国が進めております小さな拠点というふうなと

ころもございますが、その機能を発揮できる地

域住民がいろんな組織で集えるプラットホーム

という性質が加わってまいります。そのような

形がコミュニティセンターというようなことで

考えてございます。 

 そして管轄については、市長部局というよう

なことになるというふうに認識してございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 この中の資料でコミュニ

ティセンター化後の組織についてであります。

市長のほうにお伺いしたいというふうに思いま

すが、これまでは地区長会、消防団、老人会、

育成会、水利組合などの団体は地区公民館とは

並列の関係であったというふうに思いますが、

コミュニティセンター化となればセンター長の

下に置く専門部の中に入ってくるという形にな

っているようであります。そのため組織上、コ

ミュニティセンターの幹部と各組織の間で上下

関係が生じてくるのかなというような、そうい

うふうに見えてくるわけですが、この部分を組

織化するに非常に大変な労力が必要と感じるわ

けでありますが、この点についてどう考えてお

られるか市長に見解をお聞きいたします。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 先ほど地域づくり推進課長のほうから地区公

民館とコミセンの違いということで説明の答弁

がありましたけれども、簡単に私のイメージで

言いますと、それぞれの地域づくり計画という

のは、それぞれの地域に合った、地元の皆さん

でつくってるものなんで、一概には言えないん

だと思うんですけども、今まで地区ではいわゆ

る私どもが進めてきた協働のまちづくりという

のがちょっと弱かったんじゃないかと。 

 第四次総合計画は、まさに協働のまちづくり

を進めようということで行ってきたわけですね。

これ時代に合ったいい総合計画だったわけです

けども、それが第五次総合計画になってはそれ

をさらに進めて、みんなでつくると具体的に入
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れてるんですね。ところが現在地区のほうは、

地域での協働のまちづくりってなかなか進まな

いと。今、社会、地域全体が高齢化が進んで、

若い人たちが少なくなってると。お互いに今こ

そ支え合い、それを進めなきゃいけないと。そ

のためには地域の協働を進める拠点が必要だと

いうことでコミュニティセンター化ということ

を考えたところですね。 

 したがいまして、先ほど松木課長から答弁あ

りましたように、小さな拠点として地域づくり

の核になるんだと。それは言いかえれば地域の

皆さんのプラットホームだと、そういう土台が

あって、そこにみんなが同じテーブルにのって、

上下関係じゃないんですよね。一緒になって課

題を解決していこうという考え方です。例えば

地域福祉、ミニデイサービスがなかなかできな

くなってるんで、それをやっぱり地域全体で広

げようと、そうした場合に老人クラブさんから

も協力いただかなきゃいけないと、今ミニデイ

サービスやってるところも協力いただかなきゃ

いけない。あとは例えばいろんな送り迎えの送

迎どうするかとか、あと実際世話する人どうす

るかとか、そういったところをコミセンで一緒

になって考えてもらおうということですから、

したがいまして、委員から配付いただいたこの

資料見ますとちょっと誤解を招くような図面で、

ちょっとこれは余り適切じゃなかったなという

ふうに思うんですが、私どもとしては上下関係

なんてのは全く考えてなくて、そんなことでし

たらうまく協働が進むわけがないというふうに

思っておりますんで、ご理解いただきたいと思

います。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 わかりました。 

 次にですが、（仮称）地域づくり交付金事業

を創設するということでありますが、これにつ

いて何を求めようとしているのかということと、

こうしたもの出すことによって地域間競争とな

らないかというような一方で懸念なども少し出

てくるのかなというふうに思いますが、私は地

域の自主的な活動意欲の芽を伸ばし、育てるた

めの事業費として期待したいわけですけども、

その辺の市長の見解をお聞きしたいというふう

に思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員が今おっしゃったように、

その地域地域で課題が違うわけですから、何か

補助事業ということですと制度を私ども行政で

つくって、それに合致した事業じゃないと補助

しにくいと、受けにくいと、そういうことじゃ

なくて、それぞれの地域の皆さんが自主的に地

域づくり計画を立てて、そのある事業を実践し

ようとした場合、地区によって違ってくるわけ

ですね、優先順位も、あるいは考え方も。です

からそういったことを自由に地域のやり方でで

きる、そういう交付金事業みたいのがいいんじ

ゃないかということで考えているところです。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 次に、（３）のコミュニ

ティとしての組織は理想形かというところでお

聞きをいたしたいというふうに思います。 

 先ほど市長のほうからこの組織図については、

もう少し見直し、手直し、そうしたところもあ

るんだというようなお話でありますが、ただ、

やっぱり地域コミュニティといいますと今まで

の公民館で言う公民館長という立場のところと、

これから地域コミュニティの代表という方の位

置づけ、それから権限と責任の部分が大きく違

ってくるのかなというふうに思うわけでありま

すが、そうした部分では例えば中央地区であれ

ば、区制にして中央区、致芳区、西根区、平野

区、豊田区、伊佐沢区のようなその代表を区長

さんというような制度を設けて、行政と地域コ

ミュニティをつないで連携を図っていくという

そういった体制なども必要になってくるのでは

ないかなというふうに思うんですが、最終的な
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理想形として市長はどのように考えておられる

のかについてお聞きをしたいと思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 長井市内の６地区にはそれぞれ

地区の組織、昔ながらの組織がいろいろあるか

と思います。地区長会というのは、私どもから

地区長というのはお願いしている地域の世話人、

地区の世話人みたいな方ですね。 

 あとは区の制度については、財産区とか含め

て財産持っておられるその管理と、あとみんな

で地域のいろんな行政ではできない地区の改善

を財産区のいろんな財産を活用してやっていこ

うとか、いろんなやり方はあると思うんですけ

ども、今の段階で地元から、それぞれの地区か

らぜひ市のほうで区制みたいなしてほしいとい

うことがあればですけども、私どもはそれはち

ょっと違うだろうと。やっぱり先ほど申し上げ

ましたように、協働のまちづくりをいかに進め

ていくかと。 

 第四次総合計画でも残念ながらできなかった

のは、ＮＰＯのいわゆる縦型のテーマごとの協

働のまちづくりは進んだんですよね。ところが

地域の協働のまちづくりは、むしろ崩壊してる

んですよね。弱くなってる。ですからこれをも

う一回構築していかなきゃいけないんじゃない

かと。自助、共助、公助ということで言ったら

共助の部分が今弱いので、コミュニティセンタ

ーという言葉自体も余りよくないと思うんです

けども、そこを私どもとしてはいわゆる小さな

拠点として、その地域の核となるようなセンタ

ーにしようと。その組織については、やっぱり

地元の皆さんで、例えば今でしたら運協ありま

すよね。地区公民館の。それは地区の皆さんの

代表の方たちで運営協議会をつくって、そして

館長を指名し、あるいは主事を雇用して今やっ

てるという格好なわけですけども、これらにつ

いて基本的にはその発展形がいいんじゃないか

なというふうに思ってます。これから少し組織

については地区ごとにばらつきがあると思いま

すので、協議して方向性を探っていきたいと思

います。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 やはり地域課題は地域で

解決する協働のまちづくりというふうな形で進

めるということ、これは非常にわかるわけです

けども、やっぱり一つの地区、例えば西根地区

であれば全体、公民館の館長さんという立場の

方と全体というコミュニティ、社会教育活動を

超えて今までも公民館活動やっておられるわけ

ですが、これを全域に広げるというふうになる

とその立場の代表という方はもう少し変わる可

能性もあるなというちょっと感じがしたわけで

すが、ましてこういった組織図などを見るとと

いうことでちょっとお聞きをしたところですが、

地区ごとにそれぞれこれから協議をしていただ

いてということで了解いたしました。 

 次に、（４）の地域コミュニティのＮＰＯ法

人化についてでありますが、今回の一般質問で

金子議員の答弁に対して、市長はいずれは法人

化してもらいたい。ＮＰＯ法人ということで、

ある程度収益を上げる事業などもあっていいの

ではないかというようなお話もありました。間

口除雪の例なども出していただけた。その辺に

ついて再度市長の見解をお聞きしたいというふ

うに思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大体答弁は、金子議員の一般質

問の答弁と同じような今の段階では考え方なん

ですが、まず一つは、いろんな事業をなさる際

にしっかり委託料とか、あるいは交付金とかと

いうのがあるんですけども、それ以外にいわゆ

るコミュニティビジネスというのあるんですね。

行政もやってない。民間もやってない。だけど

ニーズがある。しかし、それは収益が上がるも

のではない。ですからそういったところをＮＰ

Ｏ法人などで使用料をいただきながら、もしか
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したらそういった部分を担えるんだったら、や

はり民間の株式会社とかというのでは大変でし

ょうし、任意団体でもこれも大変だと。ですか

らＮＰＯが一番いいのではないかということと、

あと中で働いていただく職員とか、館長初めさ

まざまなやっぱり方々にかかわっていただかな

きゃいけないわけですから、その方たちのもし

雇用のことであったり、あるいは費用弁償のこ

とであったりというふうに考えたときに、法人

化したほうがより明朗でみんなが納得していた

だけるようなそういう組織で地域のことみんな

で支えようというような形が理想形だなと申し

上げたところでございます。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 次に移ってまいります。

最後の（５）の併任職員による地域支援策はに

移りたいというふうに思いますが、今、地域づ

くり推進課の職員による各地区での説明会など

も当然行っていただいているわけですけれども、

そのほかに各地区に担当職員、これは前にも申

し上げたことありますけども、併任辞令を出し

て支援するというようなこともこれからやっぱ

り必要になってくるんではないかなというふう

に思うわけです。職員も積極的に地元に入って

地域コミュニティ活動に携わるというようなこ

となども含めて、市長はどのように考えておら

れるのかについてお聞きをしたいというふうに

思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私も以前職員に地域担当という

のを辞令として出すようなあり方もあっていい

のかなというようなことも申し上げたこともあ

ったんですけども、やはり職員が例えば通常の

業務時間内にそれを行うのであればいいんです

が、そうすると地域のこともやったり、あるい

は役所でそれ以外の仕事もやったりというのは、

これは職員にとっては大変だろうと。ですから

併任の通常の時間での任務というのは難しい。 

 したがいまして、あとは一市民としてかかわ

ってもらうということになるわけですね。その

場合、今の段階で辞令みたいなの出して西根担

当職員を命ずるみたいなことはちょっと難しい

のかなというふうに思ってます。 

 ただ、平委員おっしゃるように、行政とかさ

まざまな法令等も含めていろんな事業する際に

必要な知識というのは市の職員は普通の一般市

民よりはもちろんわかってるわけですから、そ

ういった意味での支援体制をどうとるかという

ことは当然必要になってくると思います。現在

も皆さんボランティアで市の職員がいろんな地

区の、あるいは地域の役員等引き受けてやって

るというケースがあるんですけども、そういっ

たことがまずはできるだけ広めるようにやって

いきながら、やがて来るそういった法人化とか、

これからコミセンが小さな拠点としてどんどん

広まっていく中でどういう形がいいのか地区の

皆様とも、あるいは議会のほうからもご指導い

ただきながら検討していきたいなと思います。 

○蒲生光男委員長 ５番、平 進介委員。 

○５番 平 進介委員 このコミュニティセンタ

ー化につきましては、先ほど申し上げましたが、

一般質問で金子議員が質問されておりまして、

公民館活動に長年携わった方でありますから、

事情もよく精通されておられますし、ライフワ

ークとされて、これからもいろいろと聞かれて

いかれるんだろうというふうに思いますので、

そちらのほうに期待をしていきたいというふう

に思います。 

 私は、地域活動や運営を含めてやっぱり地域

コミュニティでありまして、その核となる施設

としてコミュニティセンターがあるんだという

ふうに捉えています。行政も積極的に地域に入

っていただいてコミュニティセンター化に向け

て支援をしていただいて、できるだけ早く各地

区が立ち上げられるように要望しまして、総括

質疑をこれで終了したいというふうに思います。
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ありがとうございました。 

 

 

 五十嵐智洋委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 次に、順位６番、議席番号12

番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 １点目は、地場産業

振興センターの支援事業についてお尋ねをいた

します。 

 今年度予算では運営費補助金として7,853万

4,000円の計上がございます。それで今、私こ

の平成27年度の事業報告等もろもろの書類を持

ってるんですけども、事業報告の中に今後の市

からの運営費補助金については一般財団法人と

して一層の減額に努めることが求められると。

収益事業、施設営業事業についても維持管理の

削減、施設利用料率の向上目指すというふうな

ことにうたわれております。当然だと思います。 

 そこで、まず第１点目、27、28年度の設備更

新改修状況費用について産業参事にお伺いしま

す。この事業報告の中で27年度地場産業事業報

告６、施設営業事業ではタス内団体の調整会議

を隔月行っているとありますけども、こういう

維持管理等についても当然話し合ってると思わ

れますが、会議内容というのはどのようなもの

ですか。 

○蒲生光男委員長 谷澤秀一産業参事。 

○谷澤秀一産業参事 お答えいたします。 

 施設営業事業ということで、タスの所有者及

び運営者、４団体ございますが、ここで定期的

に調整会議を行っております。４団体と申しま

すのは、１つは長井商工会議所、２つは山形県

信用保証協会長井支店、３つ目にタスパークホ

テル、そして４つ目が地場産業振興センターと

いうことでございます。 

 この４団体におきまして、施設の修繕である

とか、その協議を行っていると。年間の設備の

改修計画に基づきまして修繕などを実施するわ

けですが、計画にない突発的なものであるとか、

そういった改修内容や時期、費用区分などそう

いった情報を共有しながら協議をしているとい

うことでございます。 

○蒲生光男委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 わかりました。 

 この27年度事業報告の中に防災センターとい

うのがあって、館内の空調設備中央監視装置の

更新を行った。ほかカメラ、ＡＥＤ設置等とい

うことであるんです。これはその４団体で案分

したわけじゃなくて、地場産業振興センターの

必要なものであったので地場産業振興センター

の予算でやったということですか。 

○蒲生光男委員長 谷澤秀一産業参事。 

○谷澤秀一産業参事 これは４団体で案分して行

っております。27年度は、空調設備の中央監視

装置というのが老朽化して空調管理に支障を来

したということで更新を行っております。この

経費は、結構高額なもんですから、リースの対

応として、負担割合は従前からの取り決めにあ

ります所有面積案分で行っていると。 

 それから防犯カメラについても同様の負担比

率ということです。 

 あともう一つ、ＡＥＤについてですが、これ

は信用保証協会のほうでは既に設置があったと

いうことで、信用保証協会を除いた案分比率で

負担しているというふうなことになっておりま

す。以上です。 

○蒲生光男委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 わかりました。 

 タスビルは、もう31年目ぐらいですかね。建

設されてからありまして、鉄筋コンクリート、

立派な建物ですから、まだまだこれは使用に耐

えると思うんですけども、やはり10年、20年、

30年というようなことでだんだんたってきます

と、もう節目節目である程度の修繕行わなくち


